
平成 31 年３月 

厚 生 労 働 省 

働き方改革に関する周知広報の実施 

（１）テレビスポットＣＭ

○ 全都道府県で計 188本放送

○ 厚労省ユーチューブチャンネルに登録し配信

（２）新聞広告

○ 全国紙５紙

○ 地方紙３紙（北海道新聞、中日新聞、西日本新聞）

○ 日刊工業新聞

（３）リーフレットの配布（※リーフレットは別紙参照）

○ 524税務署、510税理士会支部へ周知用リーフレットを配布し、

確定申告の時期を捉えた周知を実施

○ 労働局、各地の商工会議所、商工会、中央会に配布

（４）WEB広告

○ Yahoo!、Googleにおいて、WEB広告、検索連動型広告を実施

（５）特設 WEBサイト

○ 改正法の概要、各種資料をワンストップで提供

○ 地図情報を活用し、センターの所在地が一目で把握

● 集中的な広報・広告を実施することにより、新たに開設した「特

設サイト」に誘導し、ワンストップで必要な情報を提供。

⇒働き方改革推進支援センターの更なる活用を促す！

参考３



改正法
2019春
スタ ー ト！

2019 年より順次、改正法が適用されます！

時閻外労働の

上限規制

同一労働

同一賃金

月45 時閻
年360 時間0

2019年4月1日より籠行
※中小企業は2020年4月1日より施行

毎年5 日一
2019年4月1日より施行

正規と非正規の不合理な

待遇差を禁止
2020年4月1日より籠行

※中小企業のパートタイム労働者・有期雇用労働者については
2021年4月1日より適用

省一働i労ith生Of厚
』゜ 詳Lくは、「働き方改革」特設サイトへ

www.mhlw.go.jp/hatarakikata/ [ 働き方改革厚労省
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中小企業 ・ 小規模事業者の方々への様々な支援があります。＇は�w-�•




